
被害者等からの配録の閲覧･謄写に関するフローチャート

事件の受付

･被害者の有無の把握

･下級裁での申請の有無,範囲,申請者を把握且
閲覧･謄写の申諸

※申請書による申請と閲覧･謄写票による申請の2通りがある。

･申請対象部分の特定を促す。

･スケジュール策定(終局までの処理要）

･記録表紙に｢被害者閲覧･謄写申請処理中｣と明示！
）

決裁示の作成

･許可する範囲を特定

担当書記官は別紙様式(｢閲覧･謄写の除外部分｣)を利用して,除外部分
案を作成し,担当調査官に相談の上,決裁票を作成する。
(書記官,鯛査官,裁判官の認識に甑館を生じさせないため）

･許(不許)可範囲につき上記で作成した別紙様式(ただし,ﾁｪｯｸ欄を削除
したもの)を決裁票に添付する。’

Ｔ
※申請書による申請の場合も裁判長の許可印は,担当書記官が作成した
閲覧･謄写票による｡

･担当書記官による除外部分のマスキング等(別紙様式の該当箇所にﾁｪｯ
ｸする｡書類ごと除外のときは,記録から分離,あるいは,袋綴じする｡）

･担当調査官は,決裁票添付別紙のとおりマスキング処理等が記録に施さ
れていることを確認し,別紙様式の該当箇所にﾁｪｯｸを入れる。

･除外部分のダブルチェック

相書記官が,決裁票添付別紙のとおり,記録中のマスキング処理等が漏
れなくされているかどうかを確認し,別紙様式の該当箇所にﾁｪｯｸを入れ
る。

）

申請者への通知

I
･書面により通知する(上記で作成した別紙様式(ただし,ﾁｪｯｸ欄を削除し
たもの)を原則として利用する｡)。

･閲覧･謄写作業の日程調整

閲覧･謄写作業
9

･引継時の記録の最終点検,庶務係に申請者への説明内容の伝達

･取り扱いについての注意喚起

（指定条件やマスキング等があるときの庶務係の口頭説明）

（注意に従わないとき等は,ただちに担当書記官に連絡する｡）

･書記官の立会(必要なとき）

･謄写物の確認(マスキング箇所）
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公判記録閲覧･謄写の除外部分(第1審～当審用）

第1審記録

第1分類

O起訴状

口被告人の本籍

○冒頭陳述要旨

ロ被告人の身上･経歴･前科

0輪告要旨

口被告人の前科
O判決書

口被告人の本籍･前科

Oその他

ロ

ロ

第2分類ミ
O証拠等関係カード

ロ

O乙号証

口身上鯛書(乙 号証）

ロ戸籍謄本(乙 号鉦）

口前科鯛書(乙 号鉦）

ロ前科判決害(乙号証）

-Oその他

ロ

ロ

第3分類 全部

第4分類 全部‘

第2審記録

第1分類

O控訴趣意書

□

O判決密

、 ロ被告人の本籍･前科

Oその他

ロ

ロ

第2分類

ロ

ロ ．

□

第3分類 全部

第4分類 全部

当審記録

O上告趣意害

ロ

O裁判書

□

Oその他

□

□

第1審記録

第1分類

O起訴状

口被告人の本籍

○冒頭陳述要旨

ロ被告人の身上･経歴･前科

0輪告要旨

口被告人の前科
O判決書

口被告人の本籍･前科

Oその他

ロ

ロ

第2分類：

O証拠等関係カード

ロ

O乙号証

口身上鯛書(乙 号証）

ロ戸籍謄本(乙 号鉦）

口前科鯛書(乙 号鉦）

ロ前科判決害(乙号証）

-Oその他

ロ

ロ

第3分類 全部

第4分類 全部‘

第2審記録

第1分類

O控訴趣意書

□

O判決密

ロ被告人の本籍･前科

Oその他

ロ

ロ

第2分類

ロ

ロ

ロ

第3分類 全部

第4分類 全部

当審記録

O上告趣意害

ロ

O裁判書

□

Oその他

□

□

マスキング等

’
冊数 丁数 担

害
担
飼
相
書

’
一
一
■

ロ ロ □

ロ
ロ
ロ

ロ
ロ
ロ

ロ
ロ
ロ

－

－

三
ロ ロ

ロ ロ

ロ
ロ

三一｢-~~~~1qD □

－

ロ
ロ
ロ
ロ

ロ
ロ
ロ
ロ

ロ
ロ
・
□
□

－

一
一
一 ｉ

１
１

’
一
一
一
一

ロ
ロ
ロ

ロ
ロ
ロ

ロ
ロ
ロ

ロ ロ □

ロ
ロ
ロ
ロ

ロ
ロ
ロ
ロ

三
三

ロ
ロ

ロ
ロ

’
１
’
一
一
一
一

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

－

－

Ⅱ■■■■■■■■■■■

ロ ロ ロ

ロ ロ ロ

□ ロ

ロ □

－62－



公判肥録閲覧･謄写の除外部分(第2審･当審用） マスキング等

冊数 丁数 担
鯛

担
書

相
書

第2審記録

第1分類
○控訴趣意害

□

○判決害

口被告人の本籍･前科

Oその他

□

□

第2分類

□

ロ

ロ

□

口

第3分類 全部

第4分類 全部

’
’
一

ロ ロ ロ

ロ ロ ロ

一
一
一

ロ ロ

ロ ロ

ロ
ロ

一
一
一
一
一
一
一
一

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｉ
ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ

）

当審記録当審記録

一
一
一

○上告趣意害

□

O裁判害

□

○その他

ロ

ロ

□

□

○上告趣意害

□

O裁判害

□

○その他

ロ

ロ

□

□

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

）
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